
京都大学船井哲良記念講堂・船井交流センター規程及び京都大学宇治おうばくプラザ規程新旧対照表

改 正 前 改 正 後

京都大学船井哲良記念講堂・船井交流センタ

ー規程

（平成１９年１０月９日総長裁定）

（前 略）

（運営委員会） （運営委員会）

第１８条 記念講堂等に、記念講堂等の管理運営に 第１８条

関する事項について審議するため、船井哲良記念

講堂・船井交流センター運営委員会(以下この条に

おいて「委員会」という。)を置く。
（同 左）

２ 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 ２

(1)管理責任者 (1)
(2)桂事業場環境安全衛生委員会委員長

(3)総務部長

(4)学務部長

(5)研究国際部長 (2)研究国際部長

(6)工学研究科事務部長 (3)工学研究科事務部長

(7)その他管理責任者が必要と認める者 若干名 (4)その他管理責任者が必要と認める者 若干名

３ 前項第７号の委員は、管理責任者が委嘱する。 ３ 前項第４号の委員は、管理責任者が委嘱する。

４～６ （略） ４～６ （同 左）

（後 略）

京都大学宇治おうばくプラザ規程

（平成２１年６月２６日総長裁定）

（前 略）

（運営委員会） （運営委員会）

第１６条 プラザに、プラザの管理運営に関する事 第１６条

項を審議するため、おうばくプラザ運営委員会(以

下本条において「委員会」という。)を置く。

２ 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 ２ （同 左）

(1)管理責任者 (1)
(2)化学研究所長、エネルギー理工学研究所長、生 (2)

存圏研究所長及び防災研究所長

(3)宇治事業場衛生委員会委員長

(4)宇治地区事務部長 (3)宇治地区事務部長

(5)その他管理責任者が必要と認める者 若干名 (4)その他管理責任者が必要と認める者 若干名

３ 前項第５号の委員は、管理責任者が委嘱する。 ３ 前項第４号の委員は、管理責任者が委嘱する。

４～６ （略） ４～６ （同 左）

（後 略）

附 則

この規程は、平成２３年８月１日から施行する。


